
催

し

助
成
金
説
明
会
・
相
談
会

秋
田
労
働
局
、
県
な
ど
で
は
、
企

業
の
実
務
担
当
者
、
経
営
者
な
ど
を

対
象
に
、
雇
用
の
創
出
を
支
援
す
る

各
種
助
成
金
制
度
の
説
明
会
・
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。

と

き
・
８
月
６
日（
金
）

１３
時
１５
分
〜
１６
時
３０
分

と
こ
ろ

秋
田
職
業
能
力
開
発
短
期
大
学
校

各
種
助
成
金
・
奨
励
金

・
新
規
・
成
長
分
野
雇
用
奨
励
金

・
緊
急
雇
用
創
出
特
別
奨
励
金

・
高
年
齢
者
等
共
同
就
業
機
械
創
出

助
成
金

な
ど

参
加
料
・
無
料

申
し
込
み
方
法

申
込
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
申
込
用

紙
は
市
役
所
商
工
課
に
あ
り
ま
す
。

締
め
切
り
・
８
月
５
日（
木
）

雇
用
・
能
力
開
発
機
構
秋
田
セ

ン
タ
ー

�
０
１
８
―
８
３
６
―
３
１
８
２

そ

の

他

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養

手
当
の
現
況
届
を
お
忘
れ
な
く

手
当
を
受
け
る
た
め
に
は
、
年
に

１
回
現
況
届
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。
届
け
出
を
忘
れ
る
と
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

と

き
・
８
月
５
日（
木
）、６
日（
金
）

９
時
３０
分
〜
１８
時
３０
分

と
こ
ろ
・
中
央
公
民
館

持
ち
物

・
案
内
通
知
書
（
該
当
す
る
か
た
に

は
送
付
し
ま
す
）

・
印
鑑

・
受
給
者
証
書

福
祉
課
（
内
線
４
０
８
）

ご
利
用
く
だ
さ
い

城
西
小
学
校
・
城
西
児
童
セ
ン
タ
ー

利
用
で
き
る
施
設

□
城
西
小
学
校

図
工
室
、
音
楽
室
、
食
堂
、
理
科

室
、
家
庭
科
室
、
会
議
室
、
体
育

館
□
児
童
セ
ン
タ
ー

遊
戯
室
、
工
作
室
、
児
童
ク
ラ
ブ

室
、
図
書
室

利
用
で
き
る
団
体

児
童
の
健
全
育
成
団
体
、
生
涯
学

習
団
体
、
地
域
住
民
団
体
な
ど
で
、

５
人
以
上
で
利
用
す
る
団
体

申
し
込
み

利
用
希
望
日
の
１
カ
月
前
か
ら
１

週
間
前
ま
で
に
、
城
西
児
童
セ
ン

タ
ー
に
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

た
だ
し
、
体
育
館
の
利
用
は
城
西

小
学
校
（
�
４２
│
３
２
３
８
）
へ

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

城
西
児
童
セ
ン
タ
ー

�
４３
―
６
１
５
３

納
期
内
に
納
め
て
く
だ
さ
い

７
月
は
国
民
保
険
税
第
１
期
と
固

定
資
産
税
第
２
期
の
納
期
で
す
。
忘

れ
ず
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

納
付
に
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
を
お
勧
め
し
ま
す
。

収
納
課
（
内
線
２
２
５
）

市

民

の

善

意

▽
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
つ
く
し
苑

扱
い

大
館
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
３
万
円

児童手当法が改正され、児童手当の支給対象年齢

が、これまでの義務教育就学前から小学校３年生修

了前までに拡大されました。

申請が必要です

新たに対象となったかたは、福祉課で申請をして

ください。公務員の場合は、勤務先で申請してくだ

さい。

９月３０日までに申請手続きをされたかたに限り、

４月１日にさかのぼって支給されます。１０月１日以

降に申請手続きをされたかたは、申請月の翌月分か

らの支給になりますので、ご注意ください。

申請手続きに必要なもの

・印鑑

・保護者名義の通帳（郵便局を除く）

・厚生年金加入者は、保護者の健康保険証のコピー

または年金加入証明書

・国民年金加入者は国民年金手帳または年金納付書

※平成１５年１月２日以降に大館市に転入されたかた

は平成１５年度児童手当用所得証明書、平成１６年１

月２日以降に大館市に転入されたかたは平成１５年

度及び１６年度児童手当用所得証明書が必要です。

申請手続きが不要なかた

・小学校１年生の保護者で、平成１６年３月まで大館

市から児童手当を受給していて、今年の６月に現

況届を提出されたかた

・小学校２・３年生の保護者で、小学校１年生以下

のお子さんがいて、今年の６月に現況届を提出さ

れたかた

※これらのかたは、今年の６月の現況届の際に手続

きが完了していますので、申請手続きをする必要

はありません。ただし、６月に現況届を提出され

ていないかたは、至急、申請手続きをしてくださ

い。

※所得が一定額以上の場合、支給されないことがあ

ります。

町内会や子供会などの団体

（１５人以上）を引率する、遊泳

しないかたの入場料を無料に

します。

期 間・７月２３日～８月２５日

申
・
問

申
・
問

申
・
問

問

毎月第３月曜日が休館日ですが、８月は変更します。
休館日・８月２４日（火）

日・祝日

利用でき
ません

土

９：００～２１：００
のうち、学校
で使用しな
い時間

９：３０～
２１：００

金木水

９：００～１８：００
のうち、学校
で使用しな
い時間

９：３０～
１８：００

火月施 設

城 西
小 学 校

児 童
センター

利用できる日と時間

中央公民館休館日変更のお知らせ
問 中央公民館�４２―４３６９

小学校３年生までに拡大
申問福祉課（内線４０８）

引率のかたの使用料を無料にします

児童手当の支給対象

湯夢湯夢の里温水プール

問湯夢湯夢の里温水プール
�５２―２７５２

広報大館２００４．７．１６�


